
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
■ 電話番号 ■ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
■ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

功績内容 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
■ 電話番号 ■ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
■ 婚姻

部・課名 健康福祉部保険指導課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

審査請求 審査請求者 電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

実施機関内部での利用

民間・私人

国民健康保険法第９章（第
９１条から第１０３条）に
規定される事務

適正かつ円滑な審査を行う
ため必要な事項を収集す
る。

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

設立認可証明事務 認可証明申請者 電算処理の有無 本人から収集 無

千葉県国民健康保険団体連
合会が、国民健康保険法の
規定により設立認可したこ
との証明

本人確認のため

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

少年の保護事件に関する手続

国民健康保険事業等の振興
発展に功績のあった者（団
体）を表彰する

選考基準に該当するかを審
査し、表彰者を決定するた
め 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

国民健康保険等功労者表彰
事務

千葉県国民健康保険団体連
合会を通じて推薦された者
（団体）

電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

高齢者の医療の確保に関す
る法律第１２８条から第１
３０条に規定される事務

適正かつ円滑な審査を行う
ため必要な事項を収集する

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

審査請求 審査請求者 電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/3



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 健康福祉部保険指導課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

功績内容 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
■ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

功績内容 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□

婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
■ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□

婚姻

国民健康保険直営診療施設
等功労者知事顕彰事務

千葉県国民健康保険直営診
療施設協会を通じて推薦さ
れた者

電算処理の有無 本人から収集 無

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

国民健康保険直営診療施設
等の功労者を顕彰するため

候補者の選考に当たり、基
準を満たし、ふさわしい者
であるかを確認するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

千葉県後期高齢者

国民健康保険功労者につい
て、推薦を行うため

候補者の推薦に当たり、基
準を満たし、ふさわしい者
であるかを確認するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

国民健康保険関係功労者厚
生労働大臣表彰事務

表彰候補者 電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

国民健康保険法第４１条、
第４５条の２、第１１４条
第１項及び高齢者の医療の
確保に関する法律第６１
条、第６６条第１項及び第
７２条に規定する制度の円
滑な運用と適正な医療確保
に寄与する。

指導及び監査のため診療報
酬明細書等を収集する。

医療広域連合

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

保険医療機関等の指導、監
査事務

保険医療機関等の患者 電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

障害認定知事協議 障害の程度が確認できない
申請者

電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

平成２０年３月２４日保総
発第０３２４００２号通知
２障害認定の方法の（１）
から（３）により障害の程
度が確認できない者につい
て広域連合から協議があっ
た場合審査を行い認定の可
否を判断し広域連合に通知
すること。

高齢者の医療の確保に関す
る法律第５０条第２号の規
定による認定の可否を判断
するため

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/3



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 健康福祉部保険指導課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 ■ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

診療報酬の □
□ 身体状況 返還点数
□ 家族状況 及び金額 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

苦情及び □
■ 身体状況 相談
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 ■ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 ■ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 ■ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
□ 電話番号 ■ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

診療報酬 □
■ 身体状況 請求額等
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

千葉県国民健康保
険団体連合会
県内市町村社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

国保・高齢者医療診療報酬
の返還事務

保険医療機関によって過誤
請求等が行われた国保・後
期高齢者医療対象者

電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関

無 健康福祉部保険指導課
有

他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

国民健康保険法及び高齢者
の医療の確保に関する法律
に基づき保険医療機関等の
個別指導を行った結果、過
誤請求等分を当該医療機関
等から返還させ、医療費の
適正化を図ること。

過誤請求等された市町村及
び審査支払機関に返還金額
などの内容を通知するため

千葉県国保連
合会
千葉県後期高
齢者医療広域
連合
各保険組合

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

医療に関する苦情及び相談
処理事務

国民健康保険被保険者等又
はその家族

電算処理の有無 本人から収集 無 健康福祉部保険指導課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

国民健康保険被保険者等か
らの苦情及び相談を受け、
その解決を図り、国民健康
保険及び後期高齢者医療制
度の適正な運営を確保する
こと。

苦情及び相談の処理のため

保険給付の審査及び支払等 国民健康保険被保険者 電算処理の有無 本人から収集 無

国民健康保険法第75条3の
規定に基づき、保険給付の
適正な実施の確保及び国民
健康保険保険給付費等交付
金の適正な交付が図られる
こと。

保険給付の点検調査等を実
施するため

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 3/3


